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七　不動産所有権の制限 5─建物区分所有

　１　建物区分所有法

　（1）　区分所有法制定以前

　ここからは，共有の特殊事例であるマンションに関する法律について説明し

よう。マンションに関する法律としては，①建物の区分所有等に関する法律（区

分所有法と略称される），②被災区分所有建物再建等特別措置法（被災マンショ

ン法と略称される），③マンション管理の適正化の推進に関する法律（マンショ

ン管理適正化法と略称される），④マンション建替え等の円滑化に関する法律

（マンション建替え等円滑化法と略称される）がある⑴。このうち，最も重要

であるのは，①の区分所有法である。

　同法が成立する前には，民法旧 208 条が関連する条文として置かれていた。

同条は，次のような規定であった。
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─────────────────
⑴　マンション法に関しては，水本浩＝遠藤浩＝丸山英気編『基本法コンメンタール・マンション法
〔第 3 版〕』（日本評論社，2006 年），稻本洋之助＝鎌野邦樹『コンメンタール・マンション区分所
有法〔第 3 版〕』（日本評論社，2015 年），鎌野邦樹＝山野目章夫『マンション法』（有斐閣，2013 年），
丸山英気『区分所有法』（信山社，2020 年）が主要な文献である。本稿も上記文献に多くを負って
いる。
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民法旧 208条（建物の区分所有）

①数人ニテー棟ノ建物ヲ区分シ各其一部ヲ所有スルトキハ建物及ヒ其附属物ノ共用

部分ハ其共有二属スルモノト推定ス

②共用部分ノ修繕其他ノ負担ハ各自ノ所有部分ノ価格二応シテ之ヲ分ツ

　すなわち，区分所有法制定前には，一棟の建物の内部がいくつかに区分され，

それぞれが独立性をもち，そこに数人の所有権が成立する場合，建物及びその

附属物の共用部分は共有に属すると推定する（1 項），そしてその修繕等の負

担は所有部分の価格に応じて分担する（2 項）という，非常に簡素な一箇条の

みが規定されていた。この規定は，主として棟割長屋（垂直に区分された一棟

の建物）を想定して立法されたものであった。

　（2）　区分所有法の制定（昭和 37（1962）年）

　しかし，戦後になると，ビルが林立するようになった。またマンションと称

する共同集合住宅が増加した。これらは，一棟の建物を垂直かつ水平に区切る

ものである。そして，マンションでは，一棟の建物を何十という世帯が共同所

有し，生活することになった。この法律関係を民法旧 208 条のみで処理するこ

とは不可能である。

　そこで，昭和 37（1962）年に，民法旧 208 条が削除され，新たに，建物の

区分所有等に関する法律（区分所有法）が制定されたのである⑵。そのポイン

トは，以下のとおりである。

　① 一棟の建物を「専有部分」と「共用部分」に分け，前者に関する所有権を

「区分所有権」とし，後者は区分所有者全員の共有とする。

　② 共用部分の変更に関しては区分所有者全員の決議で，共用部分の管理に関

─────────────────
⑵　建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年 4 月 4 日法律第 69 号），施行：昭和 38 年 4 月 1 日。
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しては共有者の持分の過半数による決議で決める。

　③ 建物・敷地・附属施設の管理・使用に関し，規約を作ることができるとし，

その設定・変更・廃止は区分所有者全員の書面による合意による。

　④ 区分所有者は，決議によって管理者を置くことができる。

　⑤ 区分所有者は，建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関

し区分所有者の共同の利益に反する行為を禁止されるとする倫理規定を置

いた。

　⑥ 集会の規定を置き，その議決権は持分の割合による。

　これらの内容等が，計 37 カ条で規定されていたに過ぎなかった。

　（3）　昭和 58（1983）年改正

　区分所有法の制定後 20 年の間に，中高層建物は飛躍的に増大した。昭和 37

年当時には分譲マンションは約 5000 戸だったものが，昭和 58 年には約 130 万

戸に達した。また，一棟の建物の規模も大きくなり，20 階を超える建物も珍

しくなくなった。このようなマンションの普及は，区分所有法制定当時には予

想しなかった，新たな問題を生じさせた。特に，次の諸点である。

　⑴ 　共用部分の変更や規約の設定・変更・廃止は区分所有者全員の合意によ

るとしていたが，建物を実際に管理するにあたって困難が生じることが明

らかになった。また，建替えに関しても，共有物の「変更」に該当し，民

法上，区分所有者全員の合意によるため，その実現が困難であった。

　⑵ 　登記簿が膨大となり，公示の一覧性を欠くようになった。特に，土地と

建物を別個の不動産とする日本の法制においては，その問題性は顕著で

あった。そこで，登記の合理化が求められた。

　⑶ 　区分所有者で組織される管理組合について，その法的性格が不明瞭であ

るため，運営・権限等をめぐってしばしばトラブルが生じた。

　⑷ 　共同の利益に反したり，規約に反する行為を行う者が生じても，採りう
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る措置が不十分なため，秩序維持が困難であった。

　そこで，昭和 58（1983）年に，区分所有法の大改正がなされた⑶。そのポイ

ントは以下のとおりである。

　❶ 区分所有建物に関する管理を適正化するため，共用部分の変更や規約の設

定・変更・廃止は集会の特別決議，すなわち区分所有者および議決権の各

4 分の 3 以上による決議でおこなうこととした（共用部分の変更に関して

17 条，規約の設定・変更・廃止に関して 31 条）。

　❷ 老朽化等により建物の建替えを相当とする場合に，建替え決議の要件とし

て，建物が老朽等していること（老朽要件），建物の効用の維持回復に建

物価額等の建物の状況に照らして過分の費用を要すること（過分の費用要

件），さらには敷地同一要件，使用目的同一要件を前提に，区分所有者お

よび議決権の各 5 分の 4 以上による決議で建替えられるとした（旧 62 条）。

　❸ 区分所有建物とその敷地の一体的な管理を図り，かつ区分所有建物に関す

る登記の合理化を図るため，専有部分と敷地利用権は，原則として分離し

て処分できないこととした（22 条～ 24 条）。

　❹ 不動産登記につき，専有部分と敷地利用権を分離して処分することができ

ない場合，専有部分の登記用紙に敷地利用権の表示を登記することとした

（不動産登記法旧 91 条 2 項 4 号）。

　❺ 区分所有建物に関する管理の充実化を図るため，区分所有者が当然に管理

組合を構成すること，および区分所有者の数が 30 人以上であるときは，

❶と同様，集会の特別決議により，法人となることができるとした（47

条以下）。

　❻ 区分所有者の共同生活の維持を図るため，共同の利益に反する行為をした

場合，その行為の差止めの請求（57 条）や専有部分の利用禁止，当該持
─────────────────
⑶　建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律（昭和 58 年 5 月 21 日法

律第 51 号），施行：平成 59 年 1 月 1 日。
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分権の競売請求をすることができるとした（58 条）。

　（4）　平成 14（2002）年改正

　さらにその後，平成 7（1995）年に発生した阪神・淡路大震災により被災し

たマンションの建替え問題や，老朽化マンションの建替え・大規模修繕の問題

が社会問題化した。そこで，前回の大改正（昭和 58（1983）年改正）から約

20 年後の平成 14（2002）年に，区分所有法の大幅な改正が行われた⑷。その

ポイントは以下のとおりである。

　１ ．特別決議を要する共用部分の変更の範囲を限定し，共用部分の変更で

も，「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」は，普通決議で実施可

能となった。その結果，大規模修繕のほとんどが過半数決議で実施可能に

なった（17 条 1 項）。

　２ ．大規模滅失が生じ，復旧決議が成立した場合に，決議に賛成しない区分

所有者が買取請求をする際の手続き等に関する規定が整備された（61 条 7

項の改正，同条 8 項～ 11 項の追加）⑸。

　３ ．建替え決議の要件が緩和され，過分の費用要件と敷地同一要件，使用目

的同一要件が撤廃されて，区分所有者および議決権の各 5 分の 4 以上によ

る決議のみで建替えられることとなった（62 条）。

　４ ．団地型マンションの建替え承認決議制度が，新たに創設された（69 条。

一括建替え決議については 70 条）。

─────────────────
⑷　建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正す

る法律（平成 14 年 12 月 11 日法律第 140 号），施行：平成 15 年 6 月 1 日。
⑸　損害を受けた建物の部分の価格が，建物全体の価格の 2 分の 1 を超える場合を大規模滅失という。

一方，損害を受けた建物の価格が，2 分の 1 以下の場合を小規模滅失という。小規模滅失の復旧に
関しては，各区分所有者が復旧できるほか（61 条 1 項），普通決議により過半数の賛成で普及する
ことができる（同条 3 項）。災害等により建物全体の価格の 2 分の 1 を超える大規模滅失が生じた
場合，区分所有者集会の特別決議（4 分の 3 以上の多数）で，滅失した共用部分の復旧を行うこと
ができる（同条 5 項）。
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　５ ．規約は総合的に考慮して区分所有者の利害の衡平が図られるように定め

なければならないとされた（30 条 3 項）。

　６ ．管理組合法人になる要件として，区分所有者の数が 30 人以上としてい

たが，その数に満たない管理組合からの法人化要望が強かったことから，

4 分の 3 以上の多数による決議によって法人化できるとされた

　以上のように，区分所有建物の管理・修繕・復旧・建替え等に関しては，区

分所有者の合意形成を図らなければならない場面が数多く存在する。そして，

区分所有者全員の参加する集会が最高意思決定機関となって，その是非に関す

る決議が行われる。

　通常の議案を取り扱う「普通決議」については，過半数の賛成により決せら

れる（39 条 1 項）。しかし，共用部分の著しい変更や規約の設定・変更・廃止，

大規模滅失における建物の復旧等の重要議案を取り扱う「特別決議」について

は，区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上の賛成で決せられる（17 条 1 項，

31 条 1 項，61 条 5 項）。さらに，建替えについては，区分所有者および議決権

の各 5 分の 4 以上の賛成で決するとされている（62 条 1 項）。

　このように，マンションに関する特別法である区分所有法では，区分所有建

物の管理・修繕・復旧・建替え等を円滑に進めるため，民法の共有に関する規

定（特に共有物の変更・処分に関する全員同意の原則，民法 251 条）に対する

特別の規定が置かれているのである。区分所有法改正の歴史は，マンションの

管理・修繕・復旧・建替え等に関して，民法の規制を漸次緩和し，特則たる性

格を強めるものであったと総括することができよう。

　そして，直近の大改正（平成 14（2002）年改正）から 20 年以上が経過した

今日，区分所有法が再び改正の俎上にのぼっている⑹。

─────────────────
⑹　法務省：法制審議会区分所有法制部会（部会長：佐久間毅・同志社大学大学院教授）。
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　検討課題は，

　㈠　区分所有建物の管理の円滑化を図る方策としては，

　　⑴　集会の決議を円滑化するための仕組み

　　⑵　区分所有建物の管理に特化した財産管理制度

　　⑶　共用部分の変更決議の多数決要件の緩和

　　⑷　共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化

　　⑸　区分所有者の責務

　　⑹　区分所有建物の管理に関する事務の合理化

　㈡　区分所有建物の再生の円滑化を図る方策としては，

　　⑴　建替えを円滑化するための仕組み

　　⑵　建替え決議がされた場合の賃借権等の消滅

　　⑶　区分所有関係の解消・区分所有建物の再生のための新たな仕組み

　　⑷　団地内建物の建替えを円滑化するための仕組み

　　⑸　団地関係の解消・団地内建物の再生のための新たな仕組み

等が挙げられている。

　以下では，本稿執筆時である2023年5月現在の区分所有法の内容を概説する。

　２　区分所有権の要件

　まず，区分所有法上，区分所有権の対象として認められるための要件を同法

の 1 条で確認しよう。区分所有法 1 条は次のように規定されている。

（建物の区分所有）

第 1条　①一棟の建物に②構造上区分された数個の部分で③独立して住居，店舗，

事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるとき

は，その各部分は，この法律の定めるところにより，それぞれ所有権の目的とす

ることができる⑺。
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　そのため，まず，①区分所有権の対象となるためには，「一棟の建物」であ

る必要がある。今日，大規模な都市開発の際に，空中や地下で接続・連結する

複雑な構造の建物があるが，これらが「一棟の建物」にあたるかが問題になる。

この点に関しては，具体的なケースごとに，建物の構造や外観，利用形態，機

能等から社会通念にしたがい総合的に判断するほかないとされている。

　次に，②区分所有権の対象となるためには，「構造上区分された数個の部分

で」あること，すなわち「構造上の独立性」が必要である。建物の区分所有権

の対象として，独立した物的支配に適するものでなければならないからであ

る。「構造上の独立性」とは，かつては，境界壁・床スラブによる「完全な遮

断性」を意味するとされていた。しかし，シャッターなどにより仕切られた場

合に，完全な遮断性があるかが問題となった。そのため現在では，建物の部分

が他の部分と明確に区別され（区分の明確性），建物の構成部分である障壁・

仕切り壁や，床・天井の階層等によって他の部分と遮断されていること（遮断

性）を意味するとされている。最判昭和 56 年 6 月 18 日民集 35-4-798 も，「建

物の区分所有等に関する法律 1 条にいう構造上他の部分と区分された建物部分

とは，建物の構成部分である隔壁，階層等により独立した物的支配に適する程

度に他の部分と遮断され，その範囲が明確であることをもって足り，必ずしも

周囲すべてが完全に遮蔽されていることを要しないものと解するのが相当であ

る」としている。

　さらに，③区分所有権の対象となるためには，「独立して住居，店舗，事務

所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる」こと，すなわち

「利用上の独立性」も必要である。独立した利用に供せられるものでなければ，

建物の区分所有を認める必要性がないからである。この要件に関しては，かつ

て既存建物に増築をした場合に，その有無が問題となり，独立の出入口の存在

─────────────────
⑺　丸数字は，著者が挿入した。
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がポイントとされてきた。今日の中高層のマンションにおいては，各戸に「利

用上の独立性」が認められることについては問題ないであろう。

　３　定義

　区分所有法 2 条は，同法における重要な概念に関する定義規定である。一つ

の建物が区分所有されている場合に，

　① 「区分所有権」とは，1 条に規定する建物の部分を目的とする所有権をい

う（1 項）。ただし，4 条 2 項の規定により，専有部分となりうるものの，

規約により共用部分とされたもの（＝規約共用部分）は除かれる（1 項但

書）。すなわち，第 1 条に規定する区分された建物部分を所有する権利を

「区分所有権」という。

　② 「区分所有者」とは，区分所有権を有する者をいう（2 項）。

　③ 「専有部分」とは，区分所有権の目的たる建物の部分をいう（3 項）。す

なわち，当該区分所有者が専ら占有・使用する建物部分を「専有部分」と

いう。

　④ 「共用部分」とは，専有部分以外の建物の部分，専有部分に属しない建物

の附属物及び 4 条 2 項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう（4

項）。すなわち，法定または規約により，他者と共に用いるべき部分を「共

用部分」という。

　⑤ 「建物の敷地」とは，建物が所在する土地（法定敷地）及び，5 条 1 項の

規定に基づき規約により建物の敷地とされた土地（規約敷地）をいう（5

項）。すなわち，建物が所在する土地と，庭・通路など建物と一体的に管理・

使用する土地を「建物の敷地」という。

　⑥ 「敷地利用権」とは，専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利

をいう（6 項）。
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　４　共用部分

　分譲マンションでは，原則として，壁やサッシ，ドア等で区切られた内側が

「専有部分」となり，それ以外は「共用部分」となる。すなわち，❶専有部分

以外の建物部分（エレベーター室，共用の玄関ホール，屋上，床スラブ，外壁，

土台，支柱等）と，❷専有部分に属しない建物の附属物（エレベーター，電気

配線の基幹部分，上下水道の本管部分，消防設備等）は共用部分となる。これ

を「法定共用部分」という。

　また，共用部分に関しては，区分所有法 4 条にも規定がある。同条 1 項は，

廊下や階段室その他の構造上区分所有者全員または一部の共用に供されるべき

建物の部分は，区分所有権の目的とならない共用部分であるとする。これは，

❶をより具体的に例示した規定であるといえよう。

　加えて，同条 2 項は，❸専有部分となりうる建物部分（例えば，101 号室を

集会所とする場合）および❹附属の建物（例えば，集会用建物，車庫など）も，

規約により共用部分とすることができるとしている。これを「規約共用部分」

という。なお，規約共用部分に関しては，その旨の登記をしなければ，第三者

に対抗することができない（同条 2 項後段）。

　ベランダやバルコニーが専有部分か，共用部分かをめぐる紛争事例はかなり

多いが，一般的には共用部分になると解されている。もっとも，実際上はいず

れに解しても，あまり問題はない。なぜなら，共用部分と解しても，当該ベラ

ンダに接する専有部分の区分所有者には原則的には専用使用権が認められる

し，仮に専有部分と解しても，①避難路としての機能，②建物自体の安全性，

③統一的美観の見地から，規約において合理的な範囲での制約ができるからで

ある。

　共用部分は，各共有者の共有に属し（区分所有法 11 条 1 項），各共有者がそ

の用方に従って利用することができる（同法 13 条）。そして，その持分は専有

部分の持ち分の床面積の割合による（同法14条）。共用部分は専有部分の維持・
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利用と不可分の関係にあるため，専有部分が処分されたときは，共用部分の持

分割合もともに処分されたとみなされる（同法 15 条 1 項）。そのため，共有部

分のみを分離処分することは原則として認められない（同条 2 項）。また，共

用部分の持分割合につき，分割請求をすることもその性質上認められない。

　５　敷地利用権

　建物の所在する土地等についての権利を「敷地利用権」という。前述のよう

に，「建物の敷地」とは，建物が所在する土地（法定敷地）及び，5 条 1 項の

規定に基づき規約により建物の敷地とされた土地（規約敷地）をいう（2 条 5

項）。規約敷地とできるのは，庭・通路・広場・駐車場・附属建物・テニスコー

ト等の敷地など，区分所有建物及び法定敷地と一体的に管理・使用される土地

である。規約敷地は，必ずしも区分所有建物及び法定敷地に隣接している必要

はない。そのため，どこまでの範囲が規約敷地になるのか，取引の安全の見地

から公示の必要性が高い。そこで，「敷地権」と称して，建物の表示登記の登

記事項とし，一体性を公示することとしている（不動産登記法 44 条 19 号）。

敷地利用権は，マンションの建っている土地が区分所有者で共有されていると

きは，土地全体の何分の何という形で決められている。

　上記のように，専有部分に関する区分所有権と敷地利用権は一体のものとさ

れているため，別々に処分することはできない。すなわち，共有の特則として，

専有部分のみを譲渡したり，敷地利用権のみを譲渡することは原則として禁止

されている（区分所有法 22 条 1 項本文）。しかし，専有部分のみ，あるいは敷

地利用権のみが分離処分された場合には，その無効を善意の相手方には対抗す

ることができない（同法 23 条本文）。そこで，専有部分と敷地利用権の分離処

分禁止を担保し，両者の一体性を公示するために，不動産登記法は，建物登記

の表題部における建物の表示登記において敷地利用権を登記することとしてい

る（不動産登記法 44 条 19 号）。そして，その登記後に，その処分がされたと
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きには，相手方に対抗できるとされている（区分所有法 23 条但書）。

　６　区分所有権の制限と管理組合・規約

　分譲マンションの所有・利用においては，他者との共生が必要であるため，

その範囲で区分所有者の権利や自由は制限されざるを得ない。区分所有法で

は，マンションの管理を行うための区分所有者全員からなる団体が定められて

いる。この団体のことを「管理組合」という（区分所有法 47 条，48 条参照）。

平成 14（2002）年改正前には，管理組合法人になる要件として，区分所有者

の数が 30 人以上としていた。しかし，その数に満たない管理組合からの法人

化要望が強かったことから，平成 14（2002）年改正により，4 分の 3 以上の多

数による決議によって法人化できるとされた（同法 47 条 1 項）。管理組合は，

マンションの共用部分の管理や修繕などについて，少なくとも毎年 1 回集会を

開く（同法 34 条参照）等して，規約を定め，その他必要なことを決定し，マ

ンションを運営していく。

　規約とはマンションの管理を行う上でのルールであり，一般的には「管理規

約」と呼ばれている。この規約には，管理組合の運営方法や，専有部分・共用

部分の範囲と使用方法，管理費や修繕のための積立金の額，ペット飼育の可否

等，マンションの管理に必要な様々な内容を定めることができ，管理のための

憲法といえる（同法30条参照）。実務では，国土交通省が作成しているマンショ

ン標準管理規約が参考にされている。

　規約は，管理組合が開く集会で，区分所有者の 4 分の 3 の賛成を得て作成す

ることができ，また変更したり，廃止したりすることができる（同法31条1項）。

　７　大規模修繕

　今日，老朽化したマンションが増えてきたため，その大規模な修繕や，建替

えが社会問題になっている。この問題に関して，民法 251 条の「変更」では，
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全員の同意が必要となる。この民法の原則を区分所有法ではどう修正するかが

問題になる。すでに昭和 58（1983）年に，この問題に関する一部修正がなさ

れていた。すなわち，共用部分の変更は，民法 251 条と同様，原則として共有

者全員の同意が必要であるが，例外的に軽微な変更（共用部分の改良を目的と

し，かつ著しく多額の費用を要しないもの）については，4 分の 3 以上の多数

で決することとされた（区分所有法旧 12 条）。

　しかし，老朽化した建物の修繕，特に比較的大規模な修繕について，共有者

全員の同意を必要とすることはその実行を困難にし，マンション価格の下落や

社会経済的な損失をもたらす。そこで，平成 14（2002）年には，この問題に

関する区分所有法の大改正がなされた。

　まず，マンションの外壁を塗り替えたり，古くなった配管を取り替えたりす

る等，大規模な工事を伴うマンションの修理（修繕）を「大規模修繕」という。

　この大規模修繕でも，その形状又は効用の著しい変更を伴わない場合には，

その必要性やその箇所，内容を，専門家を交えて検討した上で，最終的には，

区分所有者が参加する集会における過半数でその可否を決定するとされた（同

法 17 条 1 項本文かっこ書き，39 条 1 項）。その結果，大規模修繕のほとんど

が過半数決議で実施可能になった。

　ただし，その形状又は効用の著しい変更を伴うような，共用部分を著しく変

更する大規模修繕のみは，4 分の 3 以上の賛成が必要である（同法 17 条 1 項

本文）。

　８　復旧

　建物の一部が地震等によって滅失した場合に，それを元通りにすることを

「復旧」という。区分所有法 61 条に規定があり，その大枠（下記①～④）は昭

和 58（1983）年改正で規定化されたものである。平成 14（2002）年改正では，

⑤以下の，決議に賛成しなかった者の買取請求に関する手続的部分等に関する
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規定の追加がなされている。

　① 建物価格の 2 分の 1 以下の滅失の場合には，各区分所有者は，滅失した共

用部分及び自己の専有部分を復旧することができる（1 項）。共用部分の

復旧に関しては，かかった費用を償還請求することができる（2 項）。

　② あるいは，集会において，滅失した共用部分の復旧を（過半数の賛成で）

決議することができる（3 項）。

　③ これに対して，建物価格の 2 分の 1 を超える滅失の場合には，集会決議に

おいて，区分所有者の 4 分の 3 以上の賛成が必要である（5 項）。

　④ この場合，賛成しなかった者は，賛成者の全部又は一部に対して，建物お

よび敷地を時価で買い取るよう請求することができる（7 項）。

　⑤ この買取請求は，③の決議から 2 週間を経過したときから，することがで

きる（7 項前段）。

　⑤ これに対して，賛成者は，③の決議から 2 週間以内に，買取指定者を定め，

その者に対してのみ，賛成しなかった者が買取請求できるように，対抗す

ることができる（8 項）。

　⑥ 買取請求に対する債務は，決議賛成者が連帯債務を負う（9 項本文）。た

だし，買取指定者に資力があり，かつ執行が容易であることを証明したと

きは，免責される（9 項但書）。

　⑦ 集会決議の招集権者又は買取指定者は，決議に賛成しなかった者に対し

て，4 カ月以上の期間を定めて，買取請求をするか否かを確答すべき旨を

催告することができる（10 項）。そして，その期間内に確答がなければ，

決議に賛成しなかった者は買取請求をすることができない（11 項）。

　９　建替え

　次に，建替えの場合には，区分所有者の 5 分の 4 以上の賛成により，当該マ

ンションを建替えることを決めることができる（区分所有法 62 条 1 項）。この
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決議を「建替え決議」という。

　昭和 58（1983）年改正前には，建替えについて特別の規定を置いていなかっ

たため，民法 251 条の原則通り，区分所有者全員の同意がある場合のみ，建替

えをすることができた。そのため，その実施は事実上不可能であった。そこで，

昭和 58（1983）年改正では，老朽化等により建物の建替えを相当とする場合に，

次の要件を満たせば，建替え決議をすることができるとされた。すなわち，①

建物が老朽等していること（老朽要件），②建物の効用の維持回復に建物価額

等の建物の状況に照らして過分の費用を要すること（過分の費用要件），③新

たに建物を建築する場合には現在の建物の敷地と同一の土地に建築しなければ

いけないこと（敷地同一要件），④その建物は現在の建物と主たる使用目的を

同一とする建物でなければならないこと（使用目的同一要件）を前提に，⑤区

分所有者および議決権の各 5 分の 4 以上による決議で建替えられるとした（同

法旧 62 条）。

　しかし，特に，建替えよりも復旧の方が「過分の費用」を要するという要件

を満たすかが裁判所で争われ，建替えの支障になっていた。

　そこで，平成 14（2002）年改正は，この「過分の費用」要件を削除した。

それとともに，敷地同一要件に関しては，現在の敷地もしくはその一部の土地

またはその敷地の全部もしくはその一部を含む土地に緩和された。また，使用

目的同一要件に関しては，使用目的のいかんを問わず，建替えが可能になり，

建替えをしやすくする方向での改正がなされた（以上について，同法 62 条 1

項参照）。

　一方で，平成 14（2002）年改正では，建替え決議に慎重を期すための規定

群を置くことで，バランスを図っている（同法同条 4 項～ 7 項の追加）。すな

わち，建替え決議のための招集通知は，少なくとも 2 か月以上前に発しなけれ

ばならず（4 項），その招集通知の際には，①建替えを必要とする理由，②建

替えをしない場合に建物の効用維持・回復のために要する費用とその内訳，③
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建物の修繕計画の内容，④修繕積立金の額をも通知しなければならない（5項）。

そして，その後，集会の会日 1 か月前までに，説明会を開催しなければならな

いのである（6 項）。

　建替え決議に賛成しなかった者に対しては，建替えに参加するか否かの回答

を 2 カ月以内にするよう，遅滞なく催告しなければならない（同法 63 条 1 項，

2項）。回答がない場合には，建替えに参加しないものとみなされる（同条3項）。

建替え参加者または買受指定者は，建替え不参加者に対して，区分所有権及び

敷地利用権を時価で売り渡すよう請求することができる（同条 4 項）。

　もっとも，建替え不参加者が建物の明渡しにより生活上著しい困難を生ずる

おそれがあり，かつ建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認め

るべき顕著な事由があるときは，裁判所は代金の支払い又はその提供の日から

1 年を超えない範囲で，建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができ

る（同条 5 項）。また，建替え決議の日から 2 年以内に建物の取壊しに着手し

ない場合，あるいは着手できない正当な理由がなくなった日から 6 か月以内に

着手しない場合には，建替え不参加者は，区分所有権と敷地利用権の買戻しを

請求することができる（同条 6 項，7 項）。

　10　団地の建替え

　団地の建替えについては，平成 14（2002）年改正で，区分所有法 69 条と 70

条において新たに創設された。一団地内に数棟の建物があって，その団地内の

土地又は附属施設がそれらの建物所有者の共有に属する場合には，それらの所

有者は全員で団体を構成し，集会を開き，規約を定め，管理者を置くことがで

きる（同法 65 条）。この団地を建替えるには，どのようにすれば良いか。

　団地の一部を建替えるときは，建替える棟（特定建物）の建替え決議（5 分

の 4 以上）と，団地全体の 4 分の 3 以上の賛成を得る必要がある（同法 69 条

1 項）。これを団地の「建替え承認決議」という。なお，この建替え承認決議
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によって，他の建物に特別の影響を及ぼすときは，当該他の建物の区分所有者

の議決権 4 分の 3 以上の賛成があることが必要になる（同条 5 項）。また，2

以上の特定建物を一括して建替え承認決議に付することも可能である（同条 6

項）。

　団地全体を建替えるときは，団地全体の 5 分の 4 以上，それぞれの棟の 3 分

の 2 以上の賛成を得る必要がある（同法 70 条 1 項）。これを団地の「一括建替

え決議」という。団地全体を建替える方法としては，区分所有法 69 条の建替

え承認決議により，順次建替えていく方法もある。しかし，団地を一括して建

替えることには，建築基準法 59 条の 2 による容積率のボーナスがあったり，

敷地全体の利用方法を一体的に見直せたり，容積率の余裕のある団地では敷地

の一部を売却して建築費用を捻出する等のメリットがある。そこで，特に区分

所有法 70 条は，一括建替え決議制度を創設したのである。もっとも，一括建

替え決議制度は，法制審議会のなかでも全く議論がされていなかった。しかし，

その高い必要性と合理性から法案に加えられたとされている。

11　被災区分所有建物再建等特別措置法

　被災区分所有建物再建等特別措置法は，平成 7（1995）年 3 月 24 日に公布・

施行された。通称は，被災マンション法である。区分所有法は，一棟の建物を

区分所有者が共有する場合に，民法に対する特例を定めたものである。そのた

め，建物が全部滅失により存在しない場合には，区分所有法を適用することは

できず，民法（全員同意の原則）が適用になる。

　しかし，全部滅失と大規模滅失の差異は相対的なものである。にもかかわら

ず，法律上の取扱いがこのように異なるのは妥当ではない。被災地の健全な復

興の観点からも，区分所有法に準じた特別多数決による再建を行えるのが望ま

しい。

　そこで，被災区分所有建物再建等特別措置法は，大規模な火災，震災その他
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の災害により滅失した区分所有建物の再建等を容易にするため，敷地利用権の

共有者・準共有者間に，区分所有者間と同様の団体が存在するものと想定した

上で，民法および区分所有法の特別法として，特別多数決による再建手続きの

規定を置いた。すなわち，

　① 建物が全部滅失した場合，本法の施行から 3 年以内に，敷地共有者等の 5

分の 4 の賛成で，建物の再建を決議することができる（旧 2 条，3 条〔現

2 条，4 条〕）。

　② 建物が全部滅失した場合，本法の施行から 3 年以内に，敷地共有者等が 5

分の 4 の賛成で，敷地及び敷地に関する権利の分割を請求できないとする

ことができる（旧 4 条〔現 6 条〕）。

　③ 建物が一部滅失した場合，区分所有法 61 条 12 号の買取請求の期間を「滅

失した日から 6 カ月以内」ではなく，「本法の施行から 1 年以内に」改め

た（旧 5 条〔現 12 条〕）。

　さらに平成 25（2013）年には，東日本大震災での経験を踏まえて，必要な

法整備がなされた。具体的には，

　④ 建物が全部滅失した場合，敷地共有者等の 5 分の 4 の賛成で，敷地の売却

を決議することができる（5 条）。

　⑤ 建物が一部滅失した場合，敷地共有者等の 5 分の 4 の賛成で，建物および

敷地の売却を決議することができる（9 条）。

　⑥ 建物が一部滅失した場合，敷地共有者等の 5 分の 4 の賛成で，区分所有建

物を取壊し，及び敷地の売却を決議することができる（10 条）。

　⑦ 建物が一部滅失した場合，敷地共有者等の 5 分の 4 の賛成で，区分所有建

物の取壊しを決議することができる（11 条）。この場合にその後，敷地共

有者等の 5 分の 4 の賛成で，建物の再建（4 条 1 項）や，敷地の売却（5

条 1 項）を決議することができる。
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12　マンション管理適正化法

　（1）　総説

　区分所有者の専門知識の不足や管理組合の担い手不足といった課題が生まれ

たなかで，「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」（マンション管理

適正化法）は，マンション管理の適正化を推進し国民生活の安定向上に寄与す

ることを目的として，平成 12（2000）年 12 月 8 日に公布，平成 13（2001）年

8 月 1 日に施行された。同法の概要は，次のとおりである。

　１．目的

　多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑

み，マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより，マ

ンションにおける良好な居住環境の確保を図り，もって国民生活の安定向上等

に寄与することを目的とする（1 条）。

　２．管理組合等の義務

　管理組合，区分所有者に，適正な管理に関する努力義務が課せられた（旧 4

条）。マンションが，居住のための重要な社会インフラであることから管理組

合に適正管理義務を課すとともに，それを所有する区分所有者にも管理組合の

一員としての役割を適切に果たすよう求めている。

　３．マンション管理士資格制度の創設

　マンション管理業者による適正な管理に向けて，管理組合や区分所有者の相

談に応じて助言や指導等を行うことを業務とする「マンション管理士」という

資格が創設された（6 条以下）。マンション管理士は，国土交通大臣の登録を

受けて，管理組合の運営その他マンションの管理に関し，相談に応じ，助言・

指導等を業として行う者である。マンション管理士には，名称使用制限（43

条），秘密保持義務（42 条），講習受講義務（41 条），信用失墜行為の禁止（40

条）等が課せられている。
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　４．マンション管理業登録制度の創設

　マンションの適正な管理を促進するため，民間のマンション管理業者等の登

録が義務化された（44 条）。そして，管理会社の立場から管理受託契約の重要

事項説明や管理事務に関する報告等を行うことを業務とする「管理業務主任

者」という資格が創設された⑻。管理業務主任者には，業務規制（重要事項説

明，委託契約書面交付義務，修繕積立金等の分別管理）があるとともに，情報

開示義務（管理実績，財務諸表等）や秘密保持義務が課せられている（70 条

～ 80 条）。

　５．マンション管理適正化推進センターの設置

　マンション管理の支援のための専門的な組織，管理組合を支援する相談窓口

として，マンション管理適正化推進センターが設置されている（91 条）。そし

て，このセンターには，一般財団法人マンション推進センターが指定されてい

る。本センターでは，①管理に関する相談，苦情処理や②管理組合への情報提

供，管理業に従事する者に対する講習等の各種の支援がおこなわれている。

　６．分譲段階における適正化の措置

　分譲段階における適正化の措置としては，売主である宅地建物取引業者がマ

ンション分譲後 1 年以内に管理者等に当該マンションの設計に関わる図面（工

事が完了したときの建物および付属施設）を交付することが義務づけられてい

る（103 条）。

　（2）　令和 2（2020）年改正

　令和 2（2020）年 6 月 24 日，「マンションの管理の適正化の推進に関する法

律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が

公布された。マンション管理適正化法の改正は約 20 年ぶりとなる。改正法は
─────────────────
⑻　30 の管理組合につき，1 名以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないと

されている（56 条 1 項本文，規則 61 条）。



67不動産法講義（3）

67

令和 4（2022）年 4 月 1 日から施行された。今日，マンションストックは増加

をし続け，2018 年末現在で約 655 万戸に達している。特に大都市圏では欠か

せない居住の形態となっており，1500 万人を超える人々が居住している。一

方で，築 40 年を超えるマンションは，2018 年末現在で 81 万戸，2028 年には

198 万戸，2038 年には 367 万戸になる見込みであり，今後，老朽化や管理組合

の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する。そこで，老朽化を抑制し，

維持管理の適正化やマンションの再生に向けた取り組みの強化が喫緊の課題と

なっていることが今般の改正の背景にある⑼。改正マンション管理適正化法の

概要は，次のとおりである。

　まず，国がマンション管理の適正化の推進を図るための基本方針を定めなけ

ればならないとし，国の役割の強化が明確化された（3 条）。

　次に，地方公共団体は，国の基本方針に基づいて，①マンション管理適正化

の推進を図るための計画（マンション管理適正化推進計画）を作成することが

できるとされ（3 条の 2），②管理の適正化のために必要に応じて，管理組合に

対して指導・助言・勧告を行うことができるとされた（5 条の 2）。

　さらに，マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体は，③管理

組合が作成する個々の管理計画から適切な管理計画を有するマンションを認定

する（マンション管理計画認定制度，5 条の 3）。この認定に際しては，修繕そ

の他の管理の方法，資金計画，管理組合の運営状況等が，国の定める基準に適

合することが求められる（5 条の 4）。よって，修繕積立金の額にも認定基準が

定められている。この認定基準をマンションの規模等を考慮した上で適正な金

額に設定することができれば，認定を受けたマンションは長期修繕計画期間に

おいて，充分な額の資金を確保し老朽化に対応することができる可能性が高ま

るであろう。認定の取得によるメリットとしては，適正に管理されたマンショ
─────────────────
⑼　国土交通省「マンションの管理適正化法の改正概要」参照。https://www.mlit.go.jp/common/ 

001356471.pdf
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ンであるとして市場において高く評価されることによって，管理適正化への取

り組みを促す好循環が生まれることが期待されている。

　13　マンション建替え円滑化法

　（1）　総説

　区分所有法に基づいて，建替え決議がなされると（区分所有法 62 条），建替

え不参加者に対する売渡請求ができ（同法 63 条），建替え参加者は，建替え決

議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる（同法 64 条）。

しかし，マンションを実際に建て替えるためには，その合意に基づいて，現建

物を取り壊し，新たな建物を再建するという「建替え事業」が必要になる。こ

の具体的な建替え事業に関するルールがないために，次のような問題が生じて

いた。

　① 建替え参加者の団体には法人格がないため，請負業者との契約は参加者ご

との個別の契約にならざるを得なかった。

　② 建替え参加者の一部が自らの専有部分に対して抵当権を設定している場合

には，債権者の同意がない限り，その抵当権を再建される新建物に移行さ

せることができない。

　③ 建替え参加者の専有部分が賃貸されている場合，建替え決議があっても，

賃貸借関係は当然には終了しないため，正当事由の有無に関する裁判所で

の争いが必要になる。

　そこで，以上の問題に対応するため，「マンションの建替え等の円滑化に関

する法律」（マンション建替え円滑化法）が，平成 14（2002）年 6 月 19 日に

公布され，同年 12 月 18 日に施行された。

　その概要は，（A）マンション建替組合の設立を認めて法人格を付与するこ

とで，①の問題に対応するとともに，（B）権利変換手続による関係する権利

の円滑な移行制度を設けて，②と③の問題に対応したものである。建替え事業
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を実施する際には，「マンション建替組合」が設立され，建替えに賛成した人

とディベロッパーが組合員となる（マンション建替え円滑化法 9 条，16 条，

17 条）。建替え事業によりマンションを取壊した後，新しいマンションを建設

した場合は，それぞれの組合員の区分所有権等は消滅させず，建替え後のマン

ションに移行する「権利変換」が行われる（同法 70 条，71 条）。

　また，平成 26（2014）年には，マンション建替え円滑化法が改正され，耐

震性不足マンションの改修と敷地売却事業について特例の措置が定められた。

すなわち，耐震性が不足しているマンションについては，管理組合が申請する

ことで特定行政庁⑽により，要除却認定を受けることができる（同法 102 条）。

認定を受けたマンションは，マンション敷地売却事業の認可や容積率の特例許

可⑾を申請できるほか，都道府県知事等から除却へ向けた指導・助言を受ける

対象になる。

　要除却認定マンションの敷地売却事業を実施するためには，集会において，

区分所有者，議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各 5 分の 4 以上の多数

で，要除去認定されたマンション及びその敷地（当該敷地利用権が借地権であ

るときは，その借地権）を売却する旨の決議（マンション敷地売却決議）をす

る必要がある（同法 108 条）。マンション敷地売却決議が可決されれば，区分

所有者から構成される「マンション敷地売却組合」に区分所有権が集約され，

当該組合から買受人（デベロッパー等）にマンションとその敷地が一括で売却

される。

─────────────────
⑽　建築主事（建物を建築する前に行う「建築確認」や，建物が完成した後の「完了検査」等を行う

地方公務員）を置く地方公共団体をいう。人口 25 万人以上の市は建築主事を置くことが義務付け
られているが，その他の市町村でも建築主事を置くことができる。建築主事のいない市町村につい
ては都道府県知事が特定行政庁となる。

⑾　マンション建替え円滑化法 105 条では，同法 102 条の要除去認定を受けたマンションの建替えに
より新たに建築されるマンションで，一定の敷地面積を有し，市街地の環境の整備改善に資するも
のについて，特定行政庁の許可により容積率制限を緩和できるとされた。
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　（2）　令和 2（2020）年改正

　令和 2 年 6 月 24 日，「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマ

ンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が公布され

た。マンション建替え円滑化法の改正は約 6 年ぶりとなる。改正の背景に関し

ては，マンション管理適正化法のところで説明したとおりである。マンション

建替え円滑化法の改正の主な内容は，①除却の必要性に係る認定対象が拡大さ

れたこと，②団地における敷地分割制度が創設されたことである⑿。

　①除却の必要性に係る認定対象の拡大

　老朽化が進み維持修繕が困難なマンションの再生の円滑化のため，除却の必

要性に係る認定対象に関しては，従来の㋐「耐震性不足マンション」に加え，

㋑「火災に対する安全性が不十分なマンション」，㋒「外壁の剥落等により危

害が生ずるおそれがあるマンション」と，㋓「給排水等の配管設備の損傷等に

より著しく衛生上有害なおそれがあるマンション」，㋔「バリアフリー性能が

確保されていないマンション」⒀の 4 つを追加し，A マンション敷地売却事業

と，B 容積率の緩和特例の適用対象を拡大した。

　A マンション敷地売却事業の対象に関して，改正前では，㋐耐震性が不足

するマンションは 5 分の 4 以上の同意によりマンション敷地売却が可能であっ

たが，耐震性を有するマンションについては民法の原則に則り，全員の同意が

必要とされていた。改正法においては，㋐耐震性が不足しているものに加えて，

周囲に及ぼす危険の実情から，耐震性がないと認定されなくとも，㋑「火災に

─────────────────
⑿　国土交通省「マンションの管理適正化法の改正概要」参照。https://www.mlit.go.jp/jutakuken 

tiku/house/content/001404906.pdf
⒀　建物出入口から多数の者が利用する居室または各住戸に至る全ての経路について、移動等円滑化

経路に適用されるいずれかの基準（廊下の幅が 120cm 以上、エレベーターの設置（階数が 3 以上
のもの）など）に適合していないものとされている。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/ 
content/001404907.pdf
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対する安全性が不十分なマンション」や，㋒「外壁の剥落等により危害が生ず

るおそれがあるマンション」の敷地売却の要件についても， 5 分の 4 以上の同

意に緩和された（同法 102 条 2 項 1 号～ 3 号，106 条，108 条）。

　B 建替え時の容積率の緩和特例の適用対象について，改正前では，㋐耐震性

が不足するマンションについてのみ，容積率を緩和して建替えることが認めら

れていた。改正法においては，㋐耐震性が不足するマンションに加えて，㋑「火

災に対する安全性が不十分なマンション」，㋒「外壁の剥落等により危害が生

ずるおそれがあるマンション」や，㋓「給排水等の配管設備の損傷等により著

しく衛生上有害なおそれがあるマンション」，㋔「バリアフリー性能が確保さ

れていないマンション」が，容積率緩和特例の対象とされた（同法 102 条 2 項

1 号～ 5 号，105 条）。

　②団地における敷地分割制度の創設（同法 115 条の 2～ 4）

　耐震性不足や外壁の剥落等により危害が生ずるおそれのあるマンション等の

ような要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において，敷地共有者

の 5 分の 4 以上の同意によりマンション敷地の分割を可能とする制度が創設さ

れた（同法 115 条の 4）。この制度は，総マンションストックのうち，約 3 分

の 1（約 5000 団地，約 200 万戸）を占める団地型マンションの再生円滑化の

ために創設されたものである。

　この敷地分割制度により，棟や区画ごとのニーズに応じ，一部棟を存置しな

がらその他の棟の建替え・敷地売却を行うため，民法の全員同意の原則によら

ず 5 分の 4 以上の同意による敷地の分割が可能になった。

八　不動産所有権の制限 6─所有者不明土地問題による制限⒁

　１　所有者不明土地・建物問題総説

　今日，不動産登記簿を確認したとしても，土地や建物の所有者が判然としな
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いケースが増加している。また，不動産の所有者が死亡しても，相続登記がな

されていない所有者不明土地では，相続人等による適切な管理がなされないま

ま，ゴミ屋敷や廃墟のような状態になっており，周辺住民などに悪影響を及ぼ

す事態も発生している。このような問題に対処するために，改正前には，不在

者財産管理制度（民法 25 条 1 項）や相続財産管理制度（民法 952 条 1 項）等

が活用されていた。

　しかし，これらの制度で選任された財産管理人は，①土地や建物以外の財産

も調査し管理する必要があり，必要な予納金の額がより高額になるとともに，

②管理する期間も長期間に及ぶことが多い。また，③共有者のうち，複数名が

所在不明の場合，所在不明者ごとに財産管理人を選任する必要があるため，コ

ストがかさむこととなる。④さらに，そもそも所有者を特定できない場合，こ

れらの制度を利用できないという諸問題があった。以上のように，従来は，事

務的・時間的・金銭的に負担のかかる，非効率な財産管理となっていたのであ

る。そこで，改正民法は，個々の土地・建物の管理に特化した「所有者不明土

地管理制度」と「所有者不明建物管理制度」という 2 つの新たな財産管理制度

を創設した。

　新たな財産管理制度では，裁判所は，利害関係人の請求により，所有者不明

土地・建物に関して，管理人による管理を命ずることができる。そして管理人

は，所有者不明土地・建物に関する財産の管理・処分権を有し，保存行為や所

有者不明土地・建物の性質を変えない範囲内において，その利用又は改良を目
─────────────────
⒁　本稿の以下の叙述における，2021 年民法・不動産登記法改正および相続土地国庫帰属法に関し

ては，村松秀樹＝大谷太編『Q&A 令和 3 年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』（2022 年，
きんざい），日本弁護士連合会　所有者不明土地問題等に関するワーキンググループ編『新しい土
地所有法制の解説─所有者不明土地関係の民法等改正と実務対応』（2021年，有斐閣），七戸克彦『新
旧対照解説改正民法・不動産登記法』（2021 年，ぎょうせい），松尾弘『物権法改正を読む：令和 3
年民法・不動産登記法改正等のポイント』（2021 年，慶應義塾大学出版会），同『所有者不明土地
の発生予防・利用管理・解消促進からみる改正民法・不動産登記法』（2021 年，ぎょうせい），荒
井達也『Q&A 令和 3 年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響』（2021 年，日本加除出版）
等が解説書として有用である。



73不動産法講義（3）

73

的とする行為をすることができる。ただし，売却等，上記の範囲を超える行為

に関しては，管理人は，裁判所の許可を得てすることができる。

　このように改正前には，人単位で所有者不明土地の管理を実施していたが，

改正により，特定の土地や建物単位での管理を行うことで，事務的・時間的・

金銭的に，効率的かつ適切な管理を実現することが可能となった。

　２　所有者不明土地管理命令

　（1）　制度趣旨と発令

　裁判所は，必要な調査を尽くしても，所有者を知ることができず，又はその

所在を知ることができない土地（共有の場合も含む）について，必要があると

認めるときは，利害関係人の請求により，当該土地（又は共有持分）を対象と

して，所有者不明土地管理人による管理を命ずることができる（民法 264 条の

2 第 1 項）。これを「所有者不明土地管理命令」という。本命令の効力は，当

該土地上にある動産にも及ぶ。ただし，この動産は，対象土地又は共有持分を

有する者が所有するものに限られる（同条 2 項）。

　本命令は，取り消された場合でも，当該土地及び動産の管理，処分その他の

事由により所有者不明土地管理人が得た財産（価値転化物）について，必要が

あると認めるときもすることができる（同条 3 項）。そして裁判所は，本命令

をする場合，所有者不明土地管理人を選任しなければならない（同条 4 項）。

この管理人には，弁護士，司法書士のほか，土地家屋調査士等が想定されてい

る。

　（2）　所有者不明土地管理人の権限

　所有者不明土地管理人が選任された場合，当該命令の対象とされた所有者不

明土地等の管理・処分権は，管理人に専属する（民法 264 条の 3 第 1 項）。一

方で，管理人が，次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには，裁判所の許
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可を得なければならない（同条 2 項）。

　一　保存行為

　二 　所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において，その利用又は改良

を目的とする行為

　ただし，この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することができな

い（同条 2 項但書）。また，所有者不明土地管理命令が発せられた場合，所有

者不明土地等に関する訴えについては，管理人が当該土地に関する管理・処分

権を有する以上，当該管理人が原告又は被告となる（民法 264 条の 4）。

　（3）　所有者不明土地管理人の義務等

　所有者不明土地管理人は，所有者不明土地等の所有者のために，善良な管理

者の注意をもって，その権限を行使しなければならない（善管注意義務，民法

264 条の 5 第 1 項）。数人の者の共有持分を対象として，所有者不明土地管理

命令が発せられた場合，管理人は共有者全員のために，誠実かつ公平にその権

限を行使しなければならない（誠実公平義務，同条 2 項）。

　そのため管理人が，その任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与

えたことその他重要な事由があるときは，裁判所は利害関係人の請求により，

管理人を解任することができる（民法 264 条の 6 第 1 項）。他方で，管理人は，

正当な事由があるときは，裁判所の許可を得て，辞任をすることができる（同

条 2 項）。

　管理人は，所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払を受けるこ

とができるとともに，重い職責を負う以上，報酬を受けることができる（民法

264 条の 7 第 1 項）。また，管理に必要な費用及び報酬は，所有者不明土地等

の所有者の負担となる（同条 2 項）。そのため，その引当ては，当該土地に限

定されない。
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　３　所有者不明建物管理命令

　裁判所は，所有者を知ることができず，又はその所在を知ることができない

建物（共有の場合を含む）について，必要があると認めるときは，利害関係人

の請求により，その請求に係る建物（又は共有持分）を対象として，所有者不

明建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる（民法 264 条の 8 第

1 項）。これを「所有者不明建物管理命令」という。本命令の効力は，当該命

令の対象とされた建物にある動産及び建物の敷地に関する権利にも及ぶ。ただ

し，動産及び敷地の権利は，対象建物又は共有持分を有する者が所有するもの

に限られる。また，敷地の権利には，所有権は除かれる（同条 2 項）。

　本命令は，取り消された場合でも，建物並びに当該命令の効力が及ぶ動産及

び建物の敷地に関する権利の管理，処分その他の事由により管理人が得た財産

（価値転化物）について，必要があると認めるときもすることができる（同条

3 項）。そして裁判所は，本命令をする場合には，所有者不明建物管理人を選

任しなければならない（同条 4 項）。

　このように，所有者不明建物管理命令の手続きは，所有者不明土地管理命令

の手続きと同様であるため，民法 264 条の 3～ 7 までの規定は，所有者不明建

物管理命令について準用するとされている（同条 5 項）。

　４　管理不全土地管理命令

　（1）　制度趣旨と発令

　土地の所有者の所在が判明している場合にも，所有者による管理が適切に行

われていないために，その荒廃等によって，近隣住民の権利・利益が侵害され

る場合やそのおそれが存する場合もある。そこで 2021 年改正においては，こ

のような場合に，利害関係人の請求により，裁判所が管理不全土地管理人によ

る管理を命ずることができる制度が創設された。これを「管理不全土地管理制

度」という。
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　この制度では，管理不全土地管理人は，その土地における財産の管理・処分

権が与えられ，保存行為やその土地の性質を変えない範囲内において，その利

用又は改良を目的とする行為をすることができる。ただし，売却等，上記の権

限を超える行為に関しては，その土地の所有者の同意を得る必要がある。この

制度によって，管理不全化した土地の適切な管理が可能となった。

　そのため，裁判所は，所有者による土地の管理が不適当であることによって

他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され，又は侵害されるおそれがあ

る場合，必要があると認めるときは，利害関係人の請求により，当該土地を対

象として，管理不全土地管理人による管理を命ずる処分をすることができる

（民法 264 条の 9 第 1 項）。これを「管理不全土地管理命令」という。

　管理不全土地管理命令の効力は，当該命令の対象とされた土地にある動産に

も及ぶ。ただし，この動産は，管理不全土地管理命令の対象土地又は共有持分

を有する者が所有するものに限られる（同条 2 項）。裁判所は，管理不全土地

管理命令をする場合，当該命令において，管理不全土地管理人を選任しなけれ

ばならない（同条 3 項）。

　（2）　管理不全土地管理人の権限

　管理不全土地管理人は，管理不全土地等の管理及び処分をする権限を有する

（民法 264 条の 10 第 1 項）。管理人が，次に掲げる行為の範囲を超える行為を

するには，裁判所の許可を得なければならない（同条 2 項）。

　一　保存行為

　二 　管理不全土地等の性質を変えない範囲内において，その利用又は改良を

目的とする行為

　ただし，この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗す

ることができない（同条 2 項但書）。管理不全土地管理命令の対象とされた土

地の「処分」に関して，裁判所が前項の許可をするには，その所有者の同意が
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必要である（同条 3 項）。

　（3）　管理不全土地管理人の義務等

　管理不全土地管理人は，管理不全土地等の所有者のために，善良な管理者の

注意をもって，その権限を行使しなければならない（善管注意義務，民法 264

条の 11 第 1 項）。管理不全土地等が数人の共有の場合，管理人は，共有者全員

のために，誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない（誠実公平義務，

同条 2 項）。

　そのため，管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与え

たことその他重要な事由があるときは，裁判所は利害関係人の請求により，管

理人を解任することができる（民法 264 条の 12 第 1 項）。他方で，管理人は，

正当な事由があるときは，裁判所の許可を得て，辞任をすることができる（同

条 2 項）。

　管理不全土地管理人は，管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払

を受けることができるとともに，重い職責を負っているため，報酬を受けるこ

とができる（民法 264 条の 13 第 1 項）。必要な費用及び報酬は，管理不全土地

等の所有者の負担となる（同条 2 項）。そのため，その引当ては，当該土地に

限定されない。

　５　管理不全建物管理命令

　4 で述べたことは，建物の所有者の所在が判明している場合でも，所有者に

よる管理が適切に行われていないために，その荒廃や老朽化等によって，近隣

住民の権利・利益が侵害される場合やそのおそれが存する場合も同様である。

そこで，裁判所は，所有者による建物の管理が不適当であることによって他人

の権利又は法律上保護される利益が侵害され，又は侵害されるおそれがある場

合において，必要があると認めるときは，利害関係人の請求により，当該建物
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を対象として，管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができ

る（民法 264 条の 14 第 1 項）。これを「管理不全建物管理命令」という。

　本命令は，対象建物にある動産及び当該建物を所有するための建物の敷地に

関する権利にも及ぶ。ただし，動産及び敷地の権利は，対象建物又は共有持分

を有する者が有するものに限られる。また敷地の権利には，所有権は除かれる

（同条 2 項）。

　裁判所は，本命令をする場合，管理不全建物管理人を選任しなければならな

い（同条 3 項）。このように，管理不全建物管理命令は管理不全土地管理命令

に類似するので，管理不全土地管理命令に関する 264 条の 10～ 13 までの規定

は，管理不全建物管理命令について準用するとされている（同条 4 項）。

第六節　2021年不動産登記法改正と相続土地国庫帰属法

一　不動産登記法改正

　2021 年の不動産登記法改正では，所有者不明土地等の発生を予防する観点

から，その主要な発生原因である相続登記の未了や住所等変更登記の未了に対

応するため，登記の義務化を導入した。あわせて，所有者不明土地等の発生を

予防するの必要な手当てがなされている。その詳細は，以下のとおりである。

　１　相続登記の申請の義務化

　相続の発生を登記に反映させる仕組みとして，相続人が相続した日ではな

く，土地や建物について相続を知った日から 3 年以内に，所有権の登記名義人

が死亡した場合における登記の申請が義務付けられた。すなわち，①不動産の

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは，当該相続により当該

不動産の所有権を取得した者は，自己のために相続の開始があったことを知

り，かつ当該所有権を取得したことを知った日から 3 年以内に，所有権の移転

の登記を申請しなければならない。②遺贈により所有権を取得した者も，同様
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である（不動産登記法 76 条の 2 第 1 項）。

　①の登記がされた後に，遺産の分割があったときは，③当該遺産の分割に

よって，当該相続分を超えて所有権を取得した者は，当該遺産の分割の日から

3 年以内に，所有権の移転の登記を申請しなければならない（同条 2 項）。前 2

項の規定は，代位者その他の者の申請又は嘱託により，当該各規定による登記

がされた場合には適用しない（同条 3 項）。相続登記の申請をすべき義務があ

る者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは，10 万円以下の過料に

処される（同法 164 条 1 項）。「正当な理由」がある場合としては，①数次相続

が発生して相続人が極めて多数に上り，戸籍謄本等の必要書類の収集や他の相

続人の把握に多くの時間を要する場合，②遺言の有効性や遺産の範囲等が争わ

れている場合，③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合等が想

定されている。また，過料を課す際の具体的な手続についても，事前に義務の

履行を催告する等，正当な理由なく義務を怠ったことが明確な場合に限定する

予定である。なお本制度は，令和 6（2024）年 4 月 1 日に施行される。

　２　相続人申告登記の新設

　数次相続の場合や遺産分割協議が未了の場合など，遺産分割が完了していな

い状況に対処するため，新たに相続人申告登記という制度が新設された。この

相続人申告登記という制度では，登記官に対し，①所有権の登記名義人につい

て相続が開始した旨及び，②自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨

を 3 年の期間内に申出をした者は，相続登記の申請義務を履行したものとみな

すとされた（同法 76 条の 3 第 1 項，第 2 項）。登記官は，申出があったときは

職権で，その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定め

る事項を所有権の登記に付記することができる（同条 3 項）。

　これまで相続登記は相続人全員の戸籍を集める必要があったが，これにより

相続人 1 人 1 人が単独で申請でき，簡易的に相続登記の義務を果たせるように
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なった。ただし，これは正式な相続登記ではないため，もし遺産分割が成立し

た場合，遺産分割が成立した日から 3 年以内に，その内容を踏まえた相続登記

の申請を行う必要がある（同条 4 項）。前項の規定は，代位者その他の者の申

請又は嘱託により，同項の規定による登記がされた場合には，適用しない（同

条 5 項）。なお本制度は，令和 6（2024）年 4 月 1 日に施行される。

　３　登記手続の簡略化

　（1）　遺贈による所有権の移転の登記手続の簡略化

　相続人に対する遺贈による所有権移転の登記手続を簡略化するため，共同申

請主義（同法 60 条）の例外として，遺贈（相続人に対する遺贈に限る。）によ

る所有権移転の登記は，登記権利者が単独申請できるとされた（同法 63 条 3

項）。本制度は，令和 5（2023）年 4 月 1 日に施行された。

　（2）　法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化

　（1）にあわせて，登記に係る各種負担を軽減する観点から，法定相続分での

相続登記がされた場合における登記手続を簡略化することとされた。具体的に

は，法定相続分での相続登記がされている場合において，次に掲げる登記をす

るときは，❶更正の登記によることができるものとした上で，❷登記権利者が

単独で申請することができるものとし，これを不動産登記実務の運用により対

応するものとされた。

　① 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記

　②他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記

　③特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記

　④相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
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　（3）　登記義務者の所在が知れない場合の一定の登記の抹消手続の簡略化

　不動産登記法 70 条 1 項の登記が地上権，永小作権，質権，賃借権若しくは

採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり，かつ登記された存

続期間又は買戻しの期間が満了している場合において，相当の調査を行って

も，なお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは，そ

の者の所在が知れないものとみなして，公示催告の申立てをすることができる

とされた（同条 2 項）。

　また，買戻しの特約に関する登記の抹消手続の簡略化として，買戻しの特約

に関する登記がされている場合において，契約の日から 10 年を経過したとき

は，不動産登記法 60 条の規定にかかわらず，登記権利者は，単独で当該登記

の抹消を申請することができるとされた（同法 69 条の 2）。

　両制度は，令和 5（2023）年 4 月 1 日に施行された。

　（4）　解散した法人の担保権に関する登記の抹消手続の簡略化

　解散した法人の担保権に関する登記の抹消手続を簡略化する方策も設けられ

た。すなわち，登記権利者は，共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散

し，相当の調査を行ってもなお，その法人の清算人の所在が判明しないため，

その法人と共同して先取特権，質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請する

ことができない場合，被担保債権の弁済期から 30 年を経過し，かつ当該法人

の解散の日から 30 年を経過したときは，不動産登記法第 60 条の規定にかかわ

らず，単独で当該登記の抹消を申請することができるとされた（同法70条の2）。

　本制度は，令和 5（2023）年 4 月 1 日に施行された。

　4　住所変更登記等の申請の義務化と情報の更新

　㈠ 　さらに，住所変更登記等の申請の義務化が定められた。すなわち，所有

権の登記名義人には，住所や氏名の変更日から 2 年以内にその変更登記の



82 早稲田商学第 465 号

82

申請をすることが義務付けられた（同法 76 条の 5）。正当な理由がないの

に申請を怠った場合には，5 万円以下の過料が科される（同法 164 条 2 項）。

　㈡ 　加えて，住所等変更登記の申請義務化に伴い，手続きの簡素化や合理化

を図る観点から，住民基本台帳ネットワークなどの公的機関から取得した

情報に基づき，登記官が変更登記をする新たな方策も導入された。すなわ

ち，登記官は，所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について

変更があったと認めるべき場合，法務省令で定めるところにより，職権で，

氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。た

だし，当該所有権の登記名義人が自然人であるときは，その申出があると

きに限る（同法 76 条の 6）。その理由は，DV 被害者等のプライバシー保

護のためである。

　㈢ 　両制度は，本制度は，令和 8（2026）年 4 月 27 日までに施行される。

　５　所有不動産記録証明制度

　2021 年不動産登記法改正により，所有不動産記録証明制度が新設された（同

法 119 条の 2）。この制度は，ある者が所有権の登記名義人となっている不動

産を一覧で把握できる証明書を発行できるとするものである。

　従来は，物的編成主義にしたがい，登記記録が土地や建物ごとに作成されて

いた。そのため，登記名義人が死亡した場合，同人の所有する不動産がどれだ

けあるのか，相続人が把握しにくいという問題があった。このことが，相続人

による被相続人の所有する不動産の把握漏れを発生させ，所有者不明土地が増

大する一因となっていた。そこで，所有不動産記録証明制度を導入することで，

相続人が，相続登記の必要な不動産を把握することを可能とした。本制度は，

令和 8（2026）年 4 月 27 日までに施行される。
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二　相続土地国庫帰属法

　都市への人口移動や，地方における人口減少，少子化等によって，地方にお

ける土地所有や利用のニーズは低落傾向にある。こうした中で，相続によって

望まない，地方の土地を取得した所有者の負担感が近年になって増加してい

る。そして，このことが所有者不明土地，管理不全土地の増大にもつながって

いる。そこで 2021 年に，「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に

関する法律」が制定され，相続土地国庫帰属制度が創設された。本制度は，令

和 5（2023）年 4 月 27 日に施行された。

　１　総説

　相続又は遺贈により，土地所有権の全部又は一部を取得した土地所有者は，

法務大臣に対し，その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を

申請することができる（法 2 条 1 項）。土地が数人の共有に属する場合におい

ては，承認申請は，共有者全員が共同して行うときに限りすることができる（同

条 2 項前段）。

　相続等以外の原因により共有持分の全部を取得した共有者は，相続等により

共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して，承認申請をすることが

できる（同条 2 項後段）。承認申請者は，承認申請書を提出するとともに，手

数料を納めなければならない（法 3 条 1 項，2 項）。

　２　承認と範囲

　法務大臣は，承認申請に係る土地が次のいずれにも該当しないと認めるとき

は，その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない

（法 2 条 3 項 1～ 5 号，5 条 1 項 1～ 5 号）。

　Ａ．承認申請自体が認められない土地（法 2 条 3 項 1～ 5 号）

　① 建物の存する土地
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　② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

　③ 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが

含まれる土地

　　 　ここで，政令で定める土地とは，㈠現に通路の用に使用されている土地，

㈡墓地内の土地，㈢境内地，㈣現に水道用地，用悪水路又はため池の用に

供されている土地を指す（相続等により取得した土地所有権の国庫への帰

属に関する法律施行令（以下，「施行令」と略称する。）2 条）。

　④ 土壌汚染対策法 2 条 1 項に規定する特定有害物質（法務省令で定める基準

を超えるものに限る。）により汚染されている土地

　⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否，帰属又は範囲について争

いがある土地

　Ｂ．承認が認められない土地（法 5 条 1 項 1～ 5 号）

　⑥ 崖（勾配，高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに

限る）がある土地のうち，その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を

要するもの

　　 　ここで，政令で定める基準とは，勾配が 30 度以上であり，かつ，その

高さが 5 メートル以上であることをいう（施行令 4 条 1 項）。

　⑦ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物，車両又は樹木その他の有体

物が地上に存する土地

　　 　例えば，果樹園の土地，民家等の近くにあって定期的に伐採を行う必要

がある樹木，建物には該当しない廃屋，放置車両等が想定されている。

　⑧ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が

地下に存する土地

　　 　例えば，産業廃棄物，屋根瓦などの建築資材，地下にある既存建物の基

礎部分やコンクリート片，古い水道管，浄化槽，井戸，大きな石等が想定

されている。



85不動産法講義（3）

85

　⑨ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は

処分をすることができない土地として政令で定めるもの

　　 　ここで，政令で定める土地とは，次に掲げる土地である（施行令 4 条 2

項）。

　　一 　民法（明治 29 年法律第 89 号）第 210 第 1 項に規定する他の土地に囲

まれて公道に通じない土地又は同条第 2 項に規定する事情のある土地で

あって，現に同条の規定による通行が妨げられているもの

　　二 　前号に掲げるもののほか，所有権に基づく使用又は収益が現に妨害さ

れている土地（その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しな

いと認められるものを除く。）

　⑩ ⑥から⑨までに掲げる土地のほか，通常の管理又は処分をするに当たり

過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

　　 　⑩の例としては，㋐土砂崩落，地割れなどに起因する災害による被害の

発生の防止のために，土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある

土地，㋑鳥獣や病原虫などにより，当該土地又は周辺の土地に存する人の

生命・身体・農作物・樹木に被害が生じ，又は生ずるおそれがある土地，

㋒適切な造林・間伐・保育が実施されておらず，国による整備が追加的に

必要な山林，㋓国庫に帰属した後，国が管理に要する費用以外の金銭債務

を法令の規定に基づき負担する土地，㋔国庫に帰属したことに伴い，法令

の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地が挙げられてい

る（施行令 4 条 3 項）。

　なお，承認は，土地の一筆ごとに行う（法 5 条 2 項）。また，承認申請の手

数料は土地一筆ごとに 14,000 円である（施行令 3 条）。

　３　事実の調査・資料の提供要求と権限の委任

　法務大臣は，承認申請に係る審査をするため必要があるときは，職員に事実
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の調査をさせることができる（法 6 条 1 項）。事実調査をする職員は，①承認

申請に係る土地又はその周辺地域に所在する土地の実地調査をすること，②承

認申請者その他の関係者から事実を聴取し又は③資料の提出を求めること等，

承認申請に係る審査に必要な調査をすることができる（同条 2 項）。また，法

務大臣は，職員が土地の実地調査をする場合，必要な限度において，その職員

に，他人の土地に立ち入らせることができる（同条 3 項）。

　法務大臣は，事実調査を行うため必要があるときは，関係行政機関の長，関

係地方公共団体の長，関係のある公私の団体その他の関係者に対し，資料の提

供，説明，事実の調査の援助その他必要な協力を求めることができる（法7条）。

　４　承認申請却下と承認の取消し

　（1）　承認申請却下

　法務大臣は，次に掲げる場合には，承認申請を却下しなければならない（法

4 条）。

　一 　承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき

　二 　申請書の内容に不備があるとき又は承認申請者が手数料を納付しないと

き

　三 　承認申請者が，正当な理由がないのに，事実の調査に応じないとき

　（2）　承認の取消し

　法務大臣は，承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたことが

判明したときは，承認を取り消すことができる（法 13 条 1 項）。法務大臣は，

取消しをしようとするときは，国庫帰属地を所管する各省各庁の長の意見を聴

くものとする（同条 2 項）。

　法務大臣は，国庫帰属地が交換等により国有財産でなくなった場合又は国庫

帰属地につき貸付け，信託又は権利設定がされた場合に，取消しをしようとす
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るときは，国庫帰属地の所有権を取得した者等の利害関係人の同意を得なけれ

ばならない（同条 3 項）。

　５　負担金・国庫への帰属と損害賠償責任等

　承認申請者は，承認があったときは，承認に係る土地につき，国有地の種目

ごとにその管理に必要な 10 年分の標準的費用の額を勘案して算定した額（負

担金）を納付しなければならない（法 10 条）。負担金の額に関しては，宅地，

田・畑は，原則 20 万円であるが，一部の市街地（都市計画法上の市街化区域

又は用途地域が指定されている地域）等では，それぞれ面積に応じて算定され

る。例えば，宅地 100m2 で約 55 万円，田 500m2 で約 72 万円という具合である。

森林は面積に応じて算定される。例えば，1500m2 で約 27 万円である。その他

の雑種地・原野等は一律 20 万円である（施行令 5 条）。

　承認申請者が負担金を納付したときは，その納付時に，承認に係る土地の所

有権が国庫に帰属する（法 11 条）。これにより国は，土地の所有権を所有者か

ら承継取得する。

　承認に係る土地について当該承認時において，承認が認められない事由が

あったことによって国に損害が生じたときは，当該事由を知りながら告げずに

承認を受けた者は，国に対してその損害賠償責任を負う（法 14 条）。

　なお，本制度における法務大臣の権限は，その一部を法務局又は地方法務局

の長に委任することができる（法 15 条 1 項）。

 （続）


